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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の診断レポートの中から特定のレポートを出力するための情報処理装置であって、
　診断に関する記載を含む第１診断項目、前記第１診断項目とは異なる診断に関する記載
を含む第２診断項目および前記第１診断項目と前記第２診断項目との関係を示すリンク情
報を検索キーとして取得した場合、記憶手段に記憶された複数の診断レポートの中から、
前記第１診断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診断
レポートを特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された診断レポートを出力する出力手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記特定手段は、前記検索キーとして前記リンク情報の種別を示す情報が含まれている
場合、前記第１診断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記検索キーに含まれる前記種
別と同一種別の前記リンク情報を含む診断レポートを特定することを特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記リンク情報の種別を示す情報には、前記第１診断項目に記載された内容と前記第２
診断項目に記載された内容との関係が対立関係、因果関係または対応関係の何れの関係で
あるかを示す情報が含まれることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の情報処理
装置。
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【請求項４】
　前記特定手段は、前記検索キーに前記リンク情報が含まれていない場合には前記第１診
断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報を含まない診断レポートを特定す
ることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記特定手段は、前記検索キーに前記リンク情報が含まれていない場合には前記第１診
断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報を含まない診断レポートおよび前
記第１診断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報を含む診断レポートを特
定することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記出力手段が出力する前記診断レポートは、前記第１診断項目に対応する第１所見項
目、前記第２診断項目に対応する第２所見項目、前記第１所見項目に対応する第１画像お
よび前記第２所見項目に対応する第２画像の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求
項１乃至５の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　診断に関する記載を含む第１診断項目、前記第１診断項目とは異なる診断に関する記載
を含む第２診断項目および前記第１診断項目と前記第２診断項目との関係を示すリンク情
報を検索キーとして送信する送信手段と、
　前記第１診断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診
断レポートを検索結果として受信する受信手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の情報処理装置と、
　前記検索キーを前記情報処理装置に送信する送信手段と、
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項９】
　複数の診断レポートの中から特定のレポートを出力するための情報処理方法であって、
　診断に関する記載を含む第１診断項目、前記第１診断項目とは異なる診断に関する記載
を含む第２診断項目および前記第１診断項目と前記第２診断項目との関係を示すリンク情
報を検索キーとして受信した場合、記憶手段に記憶された複数の診断レポートの中から、
前記第１診断項目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診断
レポートを特定する特定工程と、
　前記特定工程により特定された診断レポートを出力する出力工程と、
を備えることを特徴とするコンピュータ・ソフトウエアによる情報処理方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理装置の各手段をコンピュータに実行させ
ることを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　複数の診断レポートの中から特定のレポートを出力するための情報処理装置であって、
　被検者に関する記載を含む第１診断項目、前記第１診断項目と同一種類の項目であり前
記被検者に関する前記第１診断項目とは異なる記載を含む第２診断項目および前記第１診
断項目と前記第２診断項目との関係を示すリンク情報を検索キーとして受信した場合、記
憶手段に記憶された複数の診断レポートの中から、前記第１診断項目と前記第２診断項目
とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診断レポートを特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された診断レポートを出力する出力手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、システム、情報処理方法およびプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　類似症例検索を行う際、作成中の読影レポートの記載内容を用いて検索結果を絞り込む
ことで、読影レポートの作成に必要とする症例を効率良く取得することが望ましい。
【０００３】
　特許文献１には、投薬開始という原因と血圧降下という結果とのセットを検索条件とし
て類似症例を検索することで、検索結果を絞り込む方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１９７７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　原因と結果という異なる種類の項目の関係ではなく、診断および所見など複数種類の項
目を含む読影レポートにおいても同種の項目間における関係（例えば診断間の関係）を利
用して適切な症例を検索したい場合がある。
【０００６】
　本開示は、適切な症例を検索可能な装置を提供することを目的の１つとする。
【０００７】
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導か
れる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本開示
の他の目的の１つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、開示の情報処理装置は、複数の診断レポートの中から特
定のレポートを出力するための情報処理装置であって、診断に関する記載を含む第１診断
項目、前記第１診断項目とは異なる診断に関する記載を含む第２診断項目および前記第１
診断項目と前記第２診断項目との関係を示すリンク情報を検索キーとして取得した場合、
記憶手段に記憶された複数の診断レポートの中から、前記第１診断項目と前記第２診断項
目とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診断レポートを特定する特定手段と、前
記特定手段により特定された診断レポートを出力する出力手段と、を備える。
【０００９】
　また、開示の情報処理装置は、診断に関する記載を含む第１診断項目、前記第１診断項
目とは異なる診断に関する記載を含む第２診断項目および前記第１診断項目と前記第２診
断項目との関係を示すリンク情報を検索キーとして送信する送信手段と、前記第１診断項
目と前記第２診断項目とを含み且つ前記リンク情報が付与されている診断レポートを検索
結果として受信する受信手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、適切な類似症例を検索可能な装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】医用レポート作成装置のシステム構成の一例を示す図である。
【図２】医療情報システム全体の構成の一例を示す図である。
【図３】作成される医用ドキュメントの概念図の一例を示す図である。
【図４】エントリ情報およびリンク情報の格納例を示す図である。
【図５】医用ドキュメント作成装置の機能構成の一例を示す図である。
【図６】エントリ間の関係を自動付与する方法の一例を示す図である。
【図７】医用ドキュメント作成装置のＧＵＩの一例を示す図である。
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【図８】症例検索の検索条件を入力するＧＵＩの一例を示す図である。
【図９】症例検索の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１０】症例検索の結果の提示方法の一例を示す図である。
【図１１】実施形態２における症例検索の処理の流れの一例を示すフローチャートである
。
【図１２】実施形態２における症例検索の検索条件の一例を示す図である。
【図１３】時系列の関連のついた症例の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付の図面を参照して、実施形態の一例について説明する。なお、以下の実施形
態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定されるものではない
。
【００１３】
　＜実施形態１＞
　図１は、レポート作成装置を実現するシステム構成の概略を示した図である。図１に示
されたレポート作成装置１０は、情報処理装置の一例に相当する。
【００１４】
　レポート作成装置１０は、ユーザの入力に基づいて読影レポート（以下単にレポートと
いう場合がある）を作成する。また、レポート作成装置１０は、読影レポートデータベー
ス２から検索条件に合致する読影レポートを検索する。なお、レポート作成装置１０が、
読影レポートの作成および読影レポートの検索を行うこととしているが、読影レポートを
作成する装置と読影レポートの検索を行う装置とを別体とすることとしてもよい。
【００１５】
　レポート作成装置１０は、ＣＰＵ１１、一次記憶装置１２、二次記憶装置１３、入力デ
バイス１４、出力デバイス１５およびシステムバス１６を備える。なお、レポート作成装
置１０が備えるＣＰＵ１１、一次記憶装置１２、二次記憶装置１３、入力デバイス１４お
よび出力デバイス１５はシステムバス１６を介して互いに通信可能に接続されている。
【００１６】
　ＣＰＵ１１は、システム全体の動作をコントロールし、一次記憶装置１２に格納された
プログラムの実行などを行う。なおＣＰＵは１つであってもよいし複数であってもよい。
また、プログラムを実行する主体はＧＰＵであってもよいしＦＰＧＡまたはＡＳＩＣであ
ってもよい。すなわち、プログラムを実行するプロセッサの種別は問わない。また、プロ
セッサは複数であってもよい。
【００１７】
　一次記憶装置１２は、主にＲＡＭ等のメモリであり、二次記憶装置１３に記憶されたプ
ログラムなどを読み込んで格納する。
【００１８】
　二次記憶装置１３は、例えばハードディスクまたはフラッシュメモリなどの記録媒体で
ある。一般に一次記憶装置１２の容量は二次記憶装置１３の容量より小さく、一次記憶装
置１２に格納しきれないプログラムまたはデータなどは二次記憶装置に格納される。また
、長時間記憶しなくてはならないデータなども二次記憶装置に格納される。本実施形態で
は、実施形態の処理手順を実現するようなプログラムは二次記憶装置１３に格納し、プロ
グラム実行時にＣＰＵ１１はプログラムを一次記憶装置１２に読み込んで、ＣＰＵ１１が
プログラムを実行する。
【００１９】
　入力デバイス１４は、例えば、レポート作成装置１０に情報を入力するためのデバイス
である。入力デバイス１４は、例えばマウスなどのポインティングデバイス、タッチパネ
ルおよびキーボードなどの少なくとも１つを含む。
【００２０】
　出力デバイス１５は、情報を外部に出力するデバイスである。出力デバイス１５は、例
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えばＬＣＤなどのモニタを含む。なお、出力デバイス１５として、任意の台数のモニタを
組み合わせて使用することもできる。
【００２１】
　システムバス１６は、医用レポート装置１０に含まれる各部を通信可能に接続するバス
である。
【００２２】
　図２は、本実施形態に係るレポート作成装置１０を含む医療情報システムの構成の一例
を示すブロック図である。医療情報システムは、レポート作成装置１０，ＨＩＳ２０，Ｒ
ＩＳ３０，医用画像撮影装置４０、ＰＡＣＳ５０およびネットワーク６０を含んでいる。
【００２３】
　図２において、レポート作成装置１０，ＨＩＳ２０，ＲＩＳ３０，医用画像撮影装置４
０，ＰＡＣＳ５０，レポート作成装置１０は、ネットワーク６０を介して相互に情報通信
が可能となっている。
【００２４】
　ＨＩＳ２０は、医療事務会計システム，診療予約システムおよび診療情報システム等を
含むシステムであり、電子カルテデータベース１および読影レポートデータベース２を有
する。なお、図２においては簡単のため、読影レポートデータベース２はＨＩＳ２０の外
部に図示している。電子カルテデータベース１には、患者の診療情報を記録した電子カル
テが保管される。読影レポートデータベース２には、読影医が作成した読影レポートが保
管される。
【００２５】
　ＲＩＳ３０は、放射線科部門における、撮影予約，読影管理および材料在庫管理等を行
うためのシステムである。なお、図２において読影レポートデータベース２は、ＨＩＳ２
０により管理されることとしているが、ＲＩＳ３０によって管理される場合もある。
【００２６】
　医用画像撮影装置４０は、単純Ｘ線撮影装置（またはレントゲン装置），ＣＴ装置，Ｍ
ＲＩ装置，ＰＥＴ装置，ＰＥＴ／ＣＴ装置，ＳＰＥＣＴ装置，超音波画像診断装置，眼底
カメラ（または眼底写真撮影装置）のＯＣＴ装置等の少なくとも１つを含む。医療機関ご
とに上述の装置が任意の台数が設置される。
【００２７】
　ＰＡＣＳ５０は、医用画像撮影装置４０によって撮影された医用画像を電子的に保存，
検索および他の装置と通信するためのシステムである。ＰＡＣＳ５０は、医用画像データ
ベース３を備えている。なお、図２においては簡単のため、医用画像データベース３はＰ
ＡＣＳ５０の外部に図示している。
【００２８】
　レポート作成装置１０は、読影医からの入力に基づいて例えば読影レポートを作成する
。また、レポート作成装置１０は、読影医が読影対象の画像を閲覧し、読影レポートを作
成する際に必要な各種機能を備えている。レポート作成装置１０が備える機能については
、図５及び図７を用いて後述する。
【００２９】
　（レポートのネットワーク構造）
　図３は、レポート作成装置１０で作成されるレポートの概念の一例を表す図である。
【００３０】
　本実施形態に係るレポート作成装置１０で作成されるレポートは、例えば、複数のエン
トリとエントリ間の関係を表すリンク情報により構成される。
【００３１】
　エントリ（項目）は、例えば、その内容に応じて部位，所見，診断および処置の４種類
に分類される。部位を示すエントリである部位エントリには、体の部位を特定することの
できる文章および画像の少なくとも１つが入力される。部位エントリへ入力される画像と
は、例えば読影対象の画像のソフトコピーまたは読影対象の画像へアクセスするためのア
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ドレス情報である。部位エントリに画像が入力される場合、画像を閲覧する際に適用する
画像処理のパラメータ等が合わせて部位エントリに入力されることとしてもよい。
【００３２】
　所見を示すエントリである所見エントリには、ひとつ以上の病変を説明する文章または
単語が入力される。
【００３３】
　診断を示すエントリである診断エントリには、ひとつ以上の疾病を説明する文章または
単語が入力される。
【００３４】
　処置を示すエントリである処置エントリには、ひとつ以上の処置を説明する文章または
単語が入力される。
【００３５】
　リンク情報は、例えば、エントリ間の関係性に応じて対応関係，因果関係および対立関
係の３種類に分類される。対応関係は、２つのエントリが相互に関係している事を意味す
る。因果関係は、２つのエントリの一方が原因でもう一方が結果である事を意味する。対
立関係は、２つのエントリが背反することを意味する。なお、本明細書においてリンク情
報を図示する場合、対応関係は線，因果関係は片矢印，対立関係は両矢印で表すものとす
る。
【００３６】
　ひとつのエントリは、他の複数のエントリと関係を持つことができる。すなわち、エン
トリ間の関係は多対多の関係となる。
【００３７】
　（機能ブロック）
　図５は、本実施形態に係るレポート作成装置１０の主要な機能を説明するための機能ブ
ロックの一例を示す図である。
【００３８】
　ＣＰＵ１１が一次記憶装置１２に格納されたプログラムを実行することで、画像閲覧部
１１１，エントリ作成部１１２，エントリ内容編集部１１３，リンク情報作成部１１４，
リンク情報保存部１１５，レポート保存部１１７，キー画像保存部１１８，依頼タグ付与
部１１９，症例検索部１２１および症例提示部１２２として機能する。
【００３９】
　画像閲覧部１１１は、読影対象となる画像をＰＡＣＳ５０を介して医用画像データベー
ス３から読み出し、出力デバイス１５に表示させる。例えば、入力デバイス１４を介して
入力されたユーザの指示に応じて読影対象となる画像を出力デバイス１５に表示させる。
また、入力デバイス１４を介した読影医の操作に応じて、表示画像の変更，画像処理の適
用等、画像閲覧に関する様々な処理を実行する。
【００４０】
　エントリ作成部１１２は、エントリを新規に作成し、作成したエントリに識別情報（Ｉ
Ｄ）と項目の種類とを自動的に付与して図４（ａ）に示すエントリテーブル１０１に保存
する。図４（ａ）に示すエントリテーブル１０１は例えば記憶部１２０に保存されている
。なお、エントリ作成部１１２は、入力デバイス１４を介して入力されたユーザの指示に
応じてエントリを新規に作成することとしてもよい。
【００４１】
　エントリ内容編集部１１３は、エントリの内容を編集し、編集結果をエントリテーブル
１０１の該当箇所へ保存する。このとき、エントリ内容編集部１１３は、エントリの種類
が所見又は診断であれば、エントリの内容の確からしさを表す確信度も合わせて保存する
こととしてもよい。エントリ内容編集部１１３は、例えば、文章の語尾の表現から確信度
を推定し、高，中，低および不明のいずれかを自動的に選択するものとする。例えば、エ
ントリ内容編集部１１３は、文書の語尾が「否定できません」と記載されているエントリ
は文書の語尾が「疑います」と記載されているエントリよりも確信度は低くする。また、
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日本語以外で記載される場合には文書の語尾以外のキーワードに基づいてエントリ内容編
集部１１３は確信度を推定することとしてもよい。なお、確信度は他の方法で推定しても
よいし、手動で入力させるようにしてもよい。また、確信度の表現は、内容の確からしさ
が分かるものであれば、数値など任意の方法を用いてよい。
【００４２】
　リンク情報作成部１１４は、任意のエントリ間のリンク情報を作成する。リンク情報は
、２つのエントリのＩＤと２つのエントリ間のリンクの種類で構成される。リンクを付与
する項目やリンクの種類は、後述する図７に示すＧＵＩを用いて手動で指定してもよいし
、リンク情報作成部１１４が自動的に判断してもよい。例えば、図６（ａ）に示すような
因果関係テーブルを用いて、原因となる疾病が記載された診断エントリと、結果となる疾
病が記載された診断エントリとの間に、リンク情報作成部１１４は因果関係というリンク
の種類を自動的に付与してもよい。図６（ａ）に示す因果関係テーブルによれば、リンク
情報作成部１１４は、診断エントリに「原発」および「癌」という文言（単語）が記載さ
れており、他の診断エントリに「転移」という文言が記載されている場合、２つの診断エ
ントリ間のリンクの種類は因果関係であると判定する。また、リンク情報作成部１１４は
、診断エントリに「原発」および「癌」という文言が記載されており、他の診断エントリ
に「癌」および「転移」という文言が記載されている場合、２つの診断エントリ間のリン
クの種類は因果関係であると判定する。さらに、リンク情報作成部１１４は、診断エント
リに「心原性」および「胸水」という文言が記載されており、他の診断エントリに「採血
」および「心機能」という文言が記載されている場合、２つの診断エントリ間のリンクの
種類は因果関係であると判定する。また、リンク情報作成部１１４は図６（ａ）に示すよ
うに複数の診断エントリに記載されている文言の組み合わせに基づいて当該組み合わせの
確からしさを確率として決定することとしてもよい。なお、図６（ａ）に示す例は一例で
ある。
【００４３】
　また、例えば、図６（ｂ）に示すように、リンク情報作成部１１４は、ひとつの所見エ
ントリとリンクする複数の診断エントリの間にリンク情報を自動的に付与してもよい。例
えば、リンク情報作成部１１４は所見エントリの内容が限局性の病変を表すようであれば
リンクの種類として対立関係を付与し、それ以外であればリンクの種類として対応関係を
付与する。図６（ｂ）に示すように、例えば所見エントリＡが限局性の病変を表す場合は
、リンク情報作成部１１４は所見エントリＡとリンクする診断エントリＡと診断エントリ
Ｂとの間にリンクの種類として対立関係を付与する。なお、リンク情報作成部１１４は例
えば、所見エントリに含まれる文書を解析し限局性を示す文言が含まれているか否かを判
定する。限局性を示す文言は例えば予め記憶部１２０に記憶されている。
【００４４】
　図６（ｂ）に示すように、所見エントリＡが非局所性の病変を表す場合は、リンク情報
作成部１１４は所見エントリＡとリンクする診断エントリＡと診断エントリＢとの間にリ
ンクの種類として対応関係を付与する。なお、リンク情報作成部１１４は例えば、所見エ
ントリに含まれる文書を解析し非局所性を示す文言が含まれているか否かを判定する。非
局所性を示す文言は例えば予め記憶部１２０に記憶されている。リンク情報保存部１１５
は、リンク情報作成部１１４で作成されたリンク情報を、図４（ｂ）に示すリンクテーブ
ル１０２に保存する。なお、リンクの種類が因果関係である場合には、リンク情報保存部
１１５は例えばエントリＩＤ１が原因，エントリＩＤ２が結果となるように保存する。
【００４５】
　レポート保存部１１７は、エントリテーブル１０１及びリンクテーブル１０２の内容を
読影レポートとしてＨＩＳ２０を介して読影レポートデータベース２へ保存する。なお、
エントリテーブル１０１及びリンクテーブル１０２と同等の情報を持つものであれば、読
影レポートの形式は問わない。例えば、レポート保存部１１７はＸＭＬ等で定義された読
影レポートのフォーマットに変換して保存してもよい。すなわち、読影レポートデータベ
ース２には診断エントリ間にリンク情報が付与された読影レポートおよび診断エントリ間
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にリンク情報が付与されていない読影レポートが混在して保存される。
【００４６】
　キー画像保存部１１８は、画像閲覧部１１１で閲覧している画像をキー画像としてレポ
ートに保存する。本実施形態では、キー画像保存部１１８は、例えば、エントリ作成部１
１２により作成された部位エントリの内容としてキー画像を保存する。
【００４７】
　依頼タグ付与部１１９は、依頼内容を表す任意の単語又は文章を、任意のエントリに依
頼タグとして付与し、エントリテーブル１０１に保存する。ひとつのエントリには複数の
依頼タグを付与することができる。なお、依頼内容とは、読影医に読影レポートの作成を
依頼した依頼医からの伝達事項であり、患者の訴えや症状の他、依頼医の疑う診断名等が
含まれる。図４（ａ）に示す例では、依頼タグである「肺癌疑い」が診断エントリである
ＩＤ３およびＩＤ４のエントリに付与されている。
【００４８】
　記憶部１２０はエントリテーブル１０１及びリンクテーブル１０２を一時的に記憶する
。
【００４９】
　症例検索部１２１は、読影レポートデータベース２に保存された過去のレポートの中か
ら、図８で後述する検索画面に入力された検索条件（検索キー）に該当するレポートを検
索する。例えば、図８（ａ）に示すＧＵＩによりユーザから診断条件８０２、診断条件８
０４および「リンク情報あり」という入力を取得した場合症例検索部１２１は診断条件８
０２、診断条件８０４のそれぞれに合致する診断エントリを有し且つ当該診断エントリに
リンク情報を有する症例を読影レポートデータベース２から検索する。すなわち、症例検
索部１２１は、診断に関する記載を含む第１診断項目、第１診断項目とは異なる診断に関
する記載を含む第２診断項目および第１診断項目と第２診断項目との関係を示すリンク情
報を検索キーとして取得した場合、記憶手段に記憶された複数の診断レポートの中から、
第１診断項目と第２診断項目とを含み且つリンク情報が付与されている診断レポートを特
定する特定手段の一例に相当する。
【００５０】
　症例提示部１２２は、症例検索部１２１で検索されたレポートを、症例として例えば図
１０に示すように出力デバイス１５に表示させる。すなわち、症例提示部１２２を含む医
用レポート作成装置１０は、複数の診断レポートの中から特定のレポートを出力するため
の情報処理装置の一例に相当する。また、症例提示部１２２および／または出力デバイス
１５は、特定手段により特定された診断レポートを出力する出力手段の一例に相当する。
【００５１】
　なお、症例提示部１２２は、例えば検索されたレポートに含まれるエントリテーブル１
０１に従い各エントリを出力デバイス１５に表示させ、検索されたレポートに含まれるリ
ンクテーブル１０２の内容に従って、エントリ間のリンク情報を出力デバイス１５に表示
させる。症例提示部１２２は、リンク情報の種類によって出力デバイス１５に表示させる
か否かを切り替えてもよい。例えば、症例提示部１２２は、診断エントリ間に付与された
リンク情報は出力デバイス１５に表示させないようにしてもよい。また、例えば、症例提
示部１２２は、手動で作成されたリンク情報は表示するが、自動的に作成されたリンク情
報は出力デバイス１５に表示させないようにしてもよい。
【００５２】
　（ユーザインターフェース例）
　図７は、本実施形態に係るレポート作成装置のＧＵＩの一例を示す図である。
【００５３】
　出力デバイス１５は、読影対象となる画像を含む医用画像閲覧画面１３１を表示する。
また、ユーザによる医用画像閲覧画面１３１に対する操作に応じて、画像閲覧部１１１は
読影対象となる画像を取得し出力デバイス１５に表示させる。
【００５４】
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　患者情報表示エリア１３２には、読影対象となる画像の被写体である患者の情報が表示
される。例えば、患者ＩＤ，名前，年齢および過去の病歴等が患者情報に該当する。
【００５５】
　依頼情報表示エリア１３３には、依頼元の部門情報や依頼された検査および依頼医から
の依頼内容が表示される。本実施形態では、依頼内容は予め個別の項目に分けられており
、項目毎に依頼タグとして選択可能にする。なお、複数の話題が混在する文章で表現され
た依頼内容を、手動または自動で個別の項目に分割して依頼情報表示エリア１３３に表示
させることとしてもよい。
【００５６】
　レポート作成エリア１３４は、部位，所見，診断および処置のエリアに分割されており
、各々に対応するエントリの内容を入力するためのエントリ入力枠１３５と、入力枠を追
加するための入力枠追加ボタン１３６が表示される。
【００５７】
　エントリ入力枠１３５はひとつのエントリと対応づいており、その内容の編集操作を受
け付ける。エントリ入力枠１３５に対する操作を介して、エントリ内容編集部１１３の機
能が実行される。
【００５８】
　入力枠追加ボタン１３６が押下されると、エントリ作成部１１２の機能が実行され、エ
ントリ作成部１１２が新規のエントリを作成する。同時に、エントリ作成部１１２は作成
したエントリに対応するエントリ入力枠１３５を出力デバイス１５に表示させる。なお、
本実施形態においては、入力枠追加ボタン１３６は項目の種類毎に用意され、エントリ作
成部１１２は押下されたボタンに応じて対応する種類のエントリを作成する。
【００５９】
　なお、入力枠の追加は入力デバイス１４を介したキー操作により行われてもよい。例え
ば、所見エントリの内容を編集中にＴＡＢキーを押下することで、エントリ作成部１１２
は診断エントリを作成してもよい。所見エントリの内容を編集中にＲＥＴＵＲＮキーを２
回連続で押下することを契機としてエントリ作成部１１２は別の所見エントリを作成して
もよい。
【００６０】
　エントリ入力枠１３５は、入力デバイス１４を介して選択される。複数の入力枠が同時
に選択されることとしてもよい。また、医用レポート作成装置１０は、選択した入力枠が
他の入力枠へドラッグ＆ドロップされると、ドラッグ元の入力枠に対応するエントリとド
ロップ先の入力枠に対応するエントリとの間のリンク情報を付与する指示がされたものと
みなす。なお、エントリ間にリンク情報を付与する方法は、他の方法を用いることとして
もよい。また、リンク情報の種類は、ドラッグ＆ドロップの実行後にユーザが入力するこ
ととしてもよいし、ドラッグ＆ドロップの前にユーザが入力することとしてもよい。リン
ク情報の種類の入力はプルダウンで種類が選択可能なウィンドウを介して行われることと
してもよいし、公知の種々の方法を用いることとしてもよい。リンク情報を付与する指示
等がされると、リンク情報作成部１１４及びリンク情報保存部１１５は、上述の処理を順
次実行する。
【００６１】
　医用画像閲覧画面１３１からレポート作成エリア１３４へ画像がドラッグ＆ドロップさ
れると、キー画像保存部１１８の機能が実行される。そして、エントリ作成部１１２は部
位エントリを作成し、対応する入力枠を出力デバイス１５に表示させる。また、エントリ
作成部１１２は作成した部位エントリと対応関係を持つ所見エントリを同時に作成する。
そして、エントリ作成部１１２は所見エントリに対応する入力枠出力デバイス１５に表示
させる。また、医用画像閲覧画面１３１から、既に存在するエントリ入力枠１３５へ画像
がドラッグ＆ドロップされると、ドロップ先のエントリの内容にキー画像が追加される。
【００６２】
　依頼情報表示エリア１３３からエントリ入力枠１３５へ依頼タグがドラッグ＆ドロップ
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されると、依頼タグ付与部１１９がドラッグ元の依頼タグをドロップ先のエントリに付与
する。また、本実施形態においては、出力デバイス１５は各エントリ入力枠１３５上に依
頼タグを表示し、エントリ毎に付与されている依頼タグの内容をユーザが分かるようにす
る。なお、依頼タグは必ずしもエントリ入力枠１３５上に表示させる必要はない。
【００６３】
　症例検索ボタン１３７が押下されると、出力デバイス１５は図８の検索画面をウィンド
ウ表示する。図８に示す検索画面がユーザからの入力を受け付けることで症例検索部１２
１の処理が実行される。更に、症例検索部１２１による検索結果に基づき症例提示部１２
２の処理が実行される。
【００６４】
　レポート保存ボタン１３８が押下されると、レポート保存部１１７の機能が実行される
。
【００６５】
　（症例検索）
　図８（ａ）は、症例検索部１２１を実行するための検索条件を入力するＧＵＩの一例を
示す図である。
【００６６】
　検索条件入力エリア８０１は、検索条件（検索キー）の入力を受け付ける。すなわち、
症例検索部１２１は検索条件入力エリア８０１を介して検索条件を受け付ける。検索条件
入力エリア８０１は、診断条件８０２及び８０４と、診断リンク条件選択ボタン８０３と
を含んで構成される。
【００６７】
　診断条件８０２及び８０４のそれぞれには、診断エントリの内容が入力される。診断リ
ンク条件選択ボタン８０３は、診断条件８０２に示す診断エントリと診断条件８０４に示
す診断エントリとの間のリンクの条件を選択するためのボタンである。リンクの条件は、
例えば、「リンク情報あり」，「リンク情報なし」および「どちらでも良い」という３つ
の選択肢を含む。なお、選択肢は上記の例に限定されるものではなく、例えば、「リンク
情報あり」および「リンク情報なし」の２つであってもよい。また、選択肢を「リンク情
報あり」のみとして、ユーザにより選択された場合は、症例検索部１２１は「リンク情報
あり」が選択されたものと判断し、ユーザにより選択されていない場合は、「リンク情報
なし」が選択されたものと判断することとしてもよい。なお、症例検索部１２１は出力デ
バイス１５を「リンク情報あり」が選択された場合は、診断条件８０４に内容を入力可能
にし、それ以外の場合は入力不可にするように制御することとしてもよい。
【００６８】
　なお、症例検索部１２１は出力デバイス１５を制御することで、診断リンク条件選択ボ
タン８０３を、診断条件８０２に内容が入力されている場合のみ選択可能としてもよい。
また、症例検索部１２１は出力デバイス１５を制御することで、診断条件８０２に内容が
入力されていない場合は必ず「どちらでも良い」が選択された上で、診断リンク条件選択
ボタン８０３を選択不可にすることとしてもよい。
【００６９】
　検索実行ボタン８０５が押下られると、症例検索部１２１は、例えば図９で後述する方
法で症例の検索を実行する。
【００７０】
　キャンセルボタン８０６が押下られると、出力デバイス１５は図８に示す検索画面を閉
じる。
【００７１】
　図９は、図８（ａ）に示すＧＵＩで入力された検索条件に基づき、症例検索を実行する
手順の一例を示すフローチャートである。
【００７２】
　本実施形態においては、症例検索の対象は例えば読影レポートデータベース２に保存さ
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れているレポートとする。以下の説明では、読影レポートデータベース２に保存されてい
るレポートの数をＮＲとし、ｎ番目のレポートをＸｎで表現する。
【００７３】
　ステップＳ９０１では、症例検索部１２１は変数ｉに０を代入する。
【００７４】
　ステップＳ９０２では、症例検索部１２１は読影レポートデータベース２から検索対象
レポートＸｉを取得する。例えば、症例検索部１２１は、検索対象レポートＸｉとしてエ
ントリテーブル１０１およびリンクテーブル１０２を取得する。
【００７５】
　ステップＳ９０３では、症例検索部１２１は検索対象レポートＸｉ内を検索し、診断条
件８０２の内容と合致する診断エントリＡを検出する。具体的には、症例検索部１２１は
、エントリテーブル１０１を参照することで診断条件８０２の内容と合致する診断エント
リＡを検出する。症例検索部１２１は、内容が合致するかどうかを、疾病名を表す単語が
同一かどうかにより判定する。また、症例検索部１２１は、単語が完全に同一でなくとも
同一の診断内容を意味する単語または文書が診断エントリＡに含まれている場合には、診
断条件８０２の内容と合致すると判定することとしてもよい。なお、他の方法により内容
が合致するかどうかを判定してもよい。
【００７６】
　ステップＳ９０４では、症例検索部１２１はステップＳ９０３で診断エントリＡが検索
対象レポートＸｉから検出されたかどうかを判定する。診断エントリＡが検出された場合
は、ステップＳ９０５へ進む。検出されなかった場合は、ステップＳ９１２へ進む。
【００７７】
　ステップＳ９０５では、症例検索部１２１は、診断リンク条件選択ボタン８０３により
、「リンク情報あり」又は「リンク情報なし」のいずれかが選択されているかどうかを判
定する。「リンク情報あり」又は「リンク情報なし」のいずれかが選択されている場合は
、ステップＳ９０６へ進む。それ以外の場合は、ステップＳ９１１へ進む。
【００７８】
　ステップＳ９０６では、症例検索部１２１は、検索対象レポートＸｉの内容を検索し、
ステップＳ９０３で検出された診断エントリＡとリンクする他の診断エントリＢを検出す
る。例えば、症例検索部１２１は、読影レポートデータベース２から取得したリンクテー
ブル１０２の内容を参照することで、診断エントリＡとリンクする診断エントリＢを検出
することができる。
【００７９】
　ステップＳ９０７では、症例検索部１２１はステップＳ９０６で診断エントリＢが検出
されたかどうかを判定する。診断エントリＢが検出された場合は、ステップＳ９０８へ進
む。それ以外の場合は、ステップＳ９１０へ進む。
【００８０】
　ステップＳ９０８では、症例検索部１２１は診断リンク条件選択ボタン８０３により、
「リンク情報あり」が選択されているかどうかを判定する。「リンク情報あり」が選択さ
れている場合は、ステップＳ９０９へ進む。それ以外の場合は、ステップＳ９１２へ進む
。
【００８１】
　ステップＳ９０９では、症例検索部１２１はステップＳ９０６で検出された診断エント
リＢの内容が、診断条件８０４の内容と合致するかどうかを判定する。合致するか否かの
判定方法は、例えば診断エントリＡと診断条件８０２との合致を判定する方法と同様であ
る。なお、症例検索部１２１は診断条件８０４に内容が記載されていない場合は、診断エ
ントリＢの内容に関わらず、診断条件８０４と診断エントリＢの内容が合致するものとし
て判定してもよい。内容が合致すると判定された場合は、ステップＳ９１１へ進む。それ
以外の場合は、ステップＳ９１２へ進む。
【００８２】
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　ステップＳ９１０では、症例検索部１２１は診断リンク条件選択ボタン８０４により、
「リンク情報なし」が選択されているかどうかを判定する。「リンク情報なし」が選択さ
れている場合は、ステップＳ９１１へ進む。それ以外の場合は、ステップＳ９１２へ進む
。
【００８３】
　ステップＳ９１１では、症例検索部１２１は、検索対象レポートＸｉを、検索結果とし
て例えば記憶部１２０に一時保存する。なお、症例検索部１２１は、検索対象レポートＸ

ｉの全てを記憶部１２０に一時保存することとしてもよいし、検索対象レポートＸｉのう
ち診断条件８０２及び診断条件８０４を含む一部分を抜き出して記憶部１２０に保存する
こととしてもよい。
【００８４】
　ステップＳ９１２では、症例検索部１２１は変数ｉに１を加算する。
【００８５】
　ステップＳ９１３では、症例検索部１２１は変数ｉと読影レポートデータベース２に保
存されているレポートの数ＮＲを比較する。ｉ≧ＮＲである場合は、症例検索処理を終了
する。それ以外の場合は、ステップＳ９０２へ進む。
【００８６】
　上記の説明では、症例検索部１２１は読影レポートデータベース２に含まれるレポート
を順次検索処理したが、並列化等で高速に処理可能にしてもよい。また、症例検索部１２
１は、撮影部位や撮影方式等で絞り込んだうえで検索処理を実行してもよい。
【００８７】
　また、ステップＳ９０３において診断エントリＡが複数検出された場合には、ステップ
Ｓ９０５からステップＳ９０９までの処理が各々の診断エントリＡに対して実行される。
その結果、症例検索部１２１は、いずれかの診断エントリＡが条件に合致すれば、検索対
象レポートＸｉを検索結果として採用する。
【００８８】
　また、ステップＳ９０６において診断エントリＢが複数検出された場合には、ステップ
Ｓ９０８からステップＳ９０９までの処理が各々の診断エントリＢに対して行われる。そ
の結果、症例検索部１２１は、いずれかの診断エントリＢが条件に合致すれば、検索対象
レポートＸｉを検索結果として採用する。
【００８９】
　図９で説明した処理を実行後、症例提示部１２２は、記憶部１２０に記憶した検索結果
を出力デバイス１５に出力し、出力デバイス１５に表示させる。症例提示部１２２では、
図９のステップ９１１で一時保存されたレポートを症例検索結果として、例えば図１０に
示すように参考症例一覧として出力デバイス１５に一覧表示する。図１０の参考症例一覧
に示すように、出力される診断レポートは、第１診断項目に対応する第１所見項目、第２
診断項目に対応する第２所見項目、第１所見項目に対応する第１画像および第２所見項目
に対応する第２画像の少なくとも１つを含む。
【００９０】
　一覧表示には、各々の症例の内容のうち、例えば、検索条件として指定された内容に該
当する部分を表示する。なお、一覧表示で表示される内容は、各々の症例の代表画像や、
診断の一覧であってもよい。図８（ａ）に示すように診断条件８０２として「肺癌」、診
断条件８０４として「大腸がんの肺転移」、診断リンク条件として「リンク情報あり」と
しているため、図１０に示す症例検索結果として参考症例一覧の一番上部に「肺癌」と「
大腸癌，肺転移」との間に対立関係といるリンク情報が付与された症例が表示されている
。
【００９１】
　なお、一覧表示で表示する順番は、任意の条件で決定できるようにしてよい。例えば、
症例提示部１２２は、診断の確信度でソートしてもよいし、診断とリンクする所見の数等
でソートしてもよい。
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【００９２】
　以上の処理により、症例検索を行う際、特定の診断エントリと他の診断エントリとの間
にリンクが付与されている症例のみを取得できるようになる。例えば、本実施形態によれ
ば、読影レポート作成の際に、ある所見から想定される「肺癌」と「大腸癌の肺転移」と
いう対立関係にある診断で医師が悩む場合に、「肺癌」と「大腸癌の肺転移」との間に明
示的に関係が付与された参考症例を検索できる。例えば、「肺癌」と「大腸癌の肺転移」
との間に対立関係というリンク情報が付与された症例が検索された場合は、検索された症
例は、医師はある所見からでは肺癌と大腸癌とは一意に決まらないという判断をする助け
となる。
【００９３】
　すなわち、本実施形態によれば医師が望む適切な症例を検索することができる。従って
、医師が検索結果から所望の症例を探す手間が省ける。
【００９４】
　また、本実施形態によれば、特定の診断エントリとリンクする他の診断エントリが無い
症例のみを取得できるようになる。例えば、読影レポート作成の際に、ある所見から想定
される「肺癌」と「大腸癌の肺転移」という対立関係にある診断で医師が悩む場合、「肺
癌」という診断エントリにリンク情報がない症例は「肺癌」を確定するために役立つ症例
となる。図１０の参考症例一覧の上から２，３番目の症例は「肺癌」を確定するために役
立つ症例の一例である。また、「大腸癌の肺転移」という診断エントリにリンク情報がな
い症例は「肺転移」を確定するために役立つ症例となる。図１０の参考症例一覧の上から
４番目の症例は「肺転移」を確定するために役立つ症例の一例である。
【００９５】
　すなわち、本実施形態によれば医師が望む適切な症例を検索することができる。従って
、医師が検索結果から所望の症例を探す手間が省ける。
【００９６】
　なお、本実施形態では、ひとつの診断エントリの内容と、その診断エントリと他の診断
エントリとの間のリンク情報とをひとつの検索条件とし、ひとつの検索条件に基づいて症
例の検索が行われることとした。しかし、検索条件を複数設定し、複合的に検索できるよ
うにしてもよい。その場合の検索条件を入力するＧＵＩの例を、図８（ｂ）に示す。検索
条件追加ボタン８０７が押下されると、出力デバイス１５は追加の検索条件を表示する。
複数の検索条件を絞り込みに使うかどうかは、絞り込み選択ボタン８０８により選択され
る。
【００９７】
　検索実行ボタン８０５が押下されると、症例検索部１２１は、各々の検索条件に合致す
る症例の検索を図９で前述した方法に従い実行する。症例検索部１２１は、各々の検索結
果のＡＮＤ又はＯＲをとることで、最終的な検索結果とする。
【００９８】
　また、本実施形態では、検索条件として診断エントリの内容のみを入力したが、診断エ
ントリとリンクする所見エントリの内容も入力可能にしてもよい。その場合の検索条件を
入力するＧＵＩの例を、図８（ｃ）に示す。所見条件８０９の内容が入力されている場合
は、症例検索部１２１は、図９のステップＳ９０３で検出した診断エントリＡとリンクす
る所見エントリに、条件に合致するものがあるかを判定する。症例検索部１２１は、合致
するものがあれば検索結果として残すが、合致するものがなければ検索結果から外す。
【００９９】
　図８（ｃ）に示すＧＵＩで、所見条件８０９に値が入力されており、かつ診断条件８０
２，８０４に値が入力されていない場合には、症例検索部１２１は、所見条件に合致する
症例のみを検索することとしてもよい。すなわち、所見に合致する診断の例を検索するこ
とができる。
【０１００】
　なお、同様に画像情報を入力できるようにしてもよい。その場合、症例検索部１２１は
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画像の特徴量等を用いて検索結果を絞り込む。
【０１０１】
　また、図８（ｂ）に示すＧＵＩと図８（ｃ）に示すＧＵＩとを組み合わせることとして
もよい。すなわち、複数の検索条件それぞれに対して所見条件を入力可能としてもよい。
【０１０２】
　なお、本実施形態では、症例検索部１２１は検索条件としてリンク情報の有無のみを判
定したが、リンクの種類を検索条件に加えてもよい。その場合のＧＵＩの例を図８（ｄ）
に示す。例えば、症例検索部１２１は診断条件８０２と診断条件８０４との間のリンク情
報が対立関係、因果関係または対応関係のいずれかの対応関係を有する症例を検索するこ
とが可能となる。すなわち、症例検索部１２１は、図８（ｄ）に示すＧＵＩで指定さえた
リンク情報の種別と同一種別のリンク情報を有する症例を検索することとなる。すなわち
、症例検索部１２１は、検索キーとしてリンク情報の種別を示す情報が含まれている場合
、第１診断項目と第２診断項目とを含み且つ検索キーに含まれる種別と同一種別のリンク
情報を含む診断レポートを特定する。
【０１０３】
　すなわち、医師が望む症例をより適切に検索することが可能となる。なお、リンク情報
の種類を３種類例示しているが、２種類以下であってもよいし４種類以上であってもよい
。また、検索条件として選択可能なリンク情報の種類は１つであってもよいし複数であっ
てもよい。また、図８（ｄ）に示すＧＵＩと図８（ｂ）および／または図８（ｃ）に示す
ＧＵＩとを組み合わせることとしてもよい。
【０１０４】
　また、診断リンク条件選択ボタン８０３で「リンク情報あり」，「リンク情報なし」と
いう選択肢の代わりまたは「リンク情報あり」，「リンク情報なし」という選択肢に加え
て、診断が「確定してない」，「確定している」という選択肢を用意してもよい。このと
き、診断条件に別途、確定しているか否かの情報を設定可能にし、症例検索部１２１は設
定された内容を用いて症例の検索を行ってもよい。なお、読影レポートデータベース２に
保存されている読例レポートには診断が確定しているか否かの情報が含まれている。また
、症例検索部１２１は、診断エントリを電子カルテ等の他システムの情報とリンクさせ、
リンク先の情報から診断が確定しているか否かを判断するようにしてもよい。
【０１０５】
　また、診断リンク条件選択ボタン８０３において、「リンク情報なし」が選択された場
合においても診断条件８０２および診断条件８０４を入力可能としてもよい。この場合、
図９におけるステップＳ９０６において症例検索部１２１は、診断エントリＡとリンクし
ていない診断エントリＢを検出することとしてもよい。そして、症例検索部１２１は、ス
テップＳ９０８においてリンク条件なしの場合であってもステップＳ９０９へ進む。上記
の処理により診断条件８０２および診断条件８０４を含み且つ両者にリンク情報を持たな
い症例を検索することが可能となる。すなわち、症例検索部１２１は、検索キーにリンク
情報が含まれていない場合には第１診断項目と第２診断項目とを含み且つリンク情報を含
まない診断レポートを特定する。
【０１０６】
　なお、診断リンク条件選択ボタン８０３に「どちらでも良い」という選択肢が無い場合
には、診断リンク条件選択ボタン８０３において、「リンク情報なし」が選択された場合
において図９におけるステップＳ９０６において症例検索部１２１は、診断エントリＡと
リンクしていない診断エントリＢおよび診断エントリＡとリンクしている診断エントリＢ
検出することとしてもよい。そして、症例検索部１２１は、ステップＳ９０８においてリ
ンク条件なしの場合であってもリンク条件ありの場合であってもステップＳ９０９へ進む
。上記の処理により診断条件８０２および診断条件８０４を含み且つ両者にリンク情報を
持たない症例および診断条件８０２および診断条件８０４を含み且つ両者にリンク情報を
有する症例を検索することが可能となる。すなわち、症例検索部１２１は、検索キーにリ
ンク情報が含まれていない場合には第１診断項目と第２診断項目とを含み且つリンク情報
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を含まない診断レポートおよび第１診断項目と第２診断項目とを含み且つリンク情報を含
む診断レポートを特定する。
【０１０７】
　＜実施形態２＞
　実施形態２では、レポートの作成状況に基づき、必要となる症例を自動的に検索できる
レポートシステムの実現方法について説明する。
【０１０８】
　実施形態２においては、図８に示す検索ウィンドウを用いずに、図１１を用いて後述す
る方法で症例検索部１２１は自動的に症例を検索する。
【０１０９】
　実施形態２において、症例検索部１２１を実行するタイミングは、例えば実施形態１と
同様に図７の症例ボタン１３７を押下した時とする。なお、症例検索部１２１が症例検索
を実行するタイミングを自動的に判定してもよい。例えば、症例提示部１２２は出力デバ
イス１５に常に図１０のように症例検索結果を表示し、各エントリの入力枠がユーザによ
り選択された際に自動的に症例を検索して提示してもよい。
【０１１０】
　図１１は、実施形態２の症例検索部１２１において、自動的に症例を検索する処理の手
順の一例を示すフローチャートである。以下の説明には、レポートの作成状況に基いて症
例検索部１２１が自動的に検索条件を作成する処理が含まれるが、作成する検索条件につ
いての説明は、便宜上図８のＧＵＩを用いて行う。ただし、図８のＧＵＩをユーザに見え
る形で表示することはなく、バックグラウンドで同等のデータを持つのみとする。
【０１１１】
　ステップＳ１１０１では、症例検索部１２１は、レポート作成エリア１３４で選択され
ているエントリと直接又は間接的にリンクしている診断エントリの集合Ｇを取得する。以
下の説明では、診断エントリの集合Ｇ中のｎ番目の診断エントリを、Ｇｎで表す。また、
診断エントリの集合Ｇに含まれる診断エントリの数をＮＡで表す。例えば、図１２に示す
作成中のレポート構造において、所見Ａのエントリが選択されている場合には、診断エン
トリの集合Ｇとして診断Ａのエントリと診断Ｂのエントリが取得される。
【０１１２】
　ステップＳ１１０２では、症例検索部１２１は変数ｉに０を代入する。
【０１１３】
　ステップＳ１１０３では、症例検索部１２１は診断エントリＧｉを取得する。
【０１１４】
　ステップＳ１１０４では、症例検索部１２１は、診断エントリＧｉが、他の診断とリン
クしない症例を検索するための検索条件を作成する。即ち、症例検索部１２１は、診断エ
ントリＧｉの内容を診断条件８０２に入れ、診断リンク条件選択ボタン８０３は「リンク
情報なし」を選択する。すなわち、ステップＳ１１０４において、症例検索部１２１は、
図１２に示す検索条件Ａまたは検索条件Ｂを作成することができる。
【０１１５】
　なお、診断エントリＧｉとリンクする所見エントリが存在する場合は、症例検索部１２
１は所見エントリの内容を、図８（ｃ）に示した所見条件８０９のように検索条件に加え
ることとしてもよい。
【０１１６】
　ステップＳ１１０５では、症例検索部１２１は、ステップＳ１１０４で作成した検索条
件に基づき、図９で前述した検索処理を実行する。
【０１１７】
　ステップＳ１１０６では、症例検索部１２１は変数ｊに０を代入する。
【０１１８】
　ステップＳ１１０７では、症例検索部１２１は変数ｉと変数ｊの値を比較する。ｉ≠ｊ
である場合は、ステップＳ１１０８へ進む。それ以外の場合は、ステップＳ１１１１へ進
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む。
【０１１９】
　ステップＳ１１０８では、症例検索部１２１は診断エントリＧｊを取得する。
【０１２０】
　ステップＳ１１０９では、症例検索部１２１は診断エントリＧｉが、診断エントリＧｊ

とリンクするかどうかを判定する。例えば、症例検索部１２１は、リンクテーブル１０２
を参照することで診断エントリＧｉと診断エントリＧｊとの間にリンク情報が存在するか
どうかを判定する。図１２に示す例では、症例検索部１２１は、診断Ａのエントリと診断
Ｂのエントリとの間にリンク情報が存在するかどうかを判定する。
【０１２１】
　リンクしている場合は、ステップＳ１１１０へ進む。それ以外の場合は、ステップＳ１
１１２へ進む。図１２に示す例では対立関係のリンク情報が診断Ａのエントリと診断Ｂの
エントリとの間に存在するため、処理はステップＳ１１１０へ進む。
【０１２２】
　ステップＳ１１１０では、症例検索部１２１は診断エントリＧｉが、診断エントリＧｊ

とリンクする症例を検索するための検索条件を作成する。即ち、症例検索部１２１は、診
断エントリＧｉの内容を診断条件８０２に入れ、診断リンク条件選択ボタン８０３は「リ
ンク情報あり」を選択する。更に、症例検索部１２１は診断エントリＧｊの内容を診断条
件８０４に入れる。すなわち、症例検索部１２１は、ステップＳ１１１０において、図１
２に示す検索条件Ｃを作成する。
【０１２３】
　なお、症例検索部１２１は診断エントリＧｉとリンクする所見エントリが存在する場合
は、所見エントリの内容を、図８（ｃ）に示した所見条件８０９のように検索条件に加え
ることとしてもよい。
【０１２４】
　ステップＳ１１１１では、症例検索部１２１はステップＳ１１１０で作成した検索条件
に基づき、図９で前述した検索処理を実行する。
【０１２５】
　ステップＳ１１１２では、症例検索部１２１は変数ｊに１を加算する。
【０１２６】
　ステップＳ１１１３では、症例検索部１２１は変数ｊと診断エントリの集合Ｇに含まれ
る診断エントリの数ＮＡを比較する。ｊ≧ＮＡである場合は、ステップＳ１１１４へ進む
。それ以外の場合は、ステップＳ１１０７へ進む。
【０１２７】
　ステップＳ１１１４では、症例検索部１２１は変数ｉに１を加算する。
【０１２８】
　ステップＳ１１１５では、症例検索部１２１は変数ｉと診断エントリの集合Ｇに含まれ
る診断エントリの数ＮＡを比較する。ｉ≧ＮＡである場合は、処理を終了する。それ以外
の場合は、ステップＳ１１０３へ進む。
【０１２９】
　上記の説明では、診断エントリの集合Ｇに含まれる全ての診断エントリに対して、自身
を除く他の全ての診断エントリの各々とのリンクを判定し、対応する症例を検索した。し
かし、既に検索した診断エントリの組を記憶しておき、重複した検索を行わないようにす
ることで、処理を短縮してもよい。また、選択された診断エントリと直接リンクするエン
トリのみを、検索の対象としてもよい。
【０１３０】
　図１１で説明した処理を実行後、症例提示部１２２は検索結果を図１０に示すように出
力デバイス１５に一覧表示させる。
【０１３１】
　一覧表示における各々の症例の内容のうち、症例提示部１２２はレポート作成エリア１
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３４で選択されているエントリに対応する部分をハイライト表示することとしてもよい。
【０１３２】
　一覧表示で表示する順番は、例えば図１１の処理で検索結果として取得した順番とする
。もちろん、他の任意の条件でソートできるようにしてよい。例えば、レポート作成エリ
ア１３４で選択されているエントリを中心としたネットワーク構造と、検索結果の症例の
ネットワーク構造とを比較し、合致度が高い順にソートしてもよい。
【０１３３】
　上記の実施形態によれば実施形態１と同様の効果を奏することができる他、読影レポー
トの作成状況に合わせて、有用な症例を自動的に提示できる。
【０１３４】
　具体的には本実施形態によれば、読影中に複数の診断の可能性があるような場合に、各
々の診断を確定させるための参考となる症例と、各々の診断を確定しないまま終えるため
の参考となる症例を、同検索して提示することができるようになる。これにより、読影レ
ポートの作成状況に合わせて、有用な症例を自動的に提示できる。
【０１３５】
　なお、検索結果の症例同士が、図１３に示すような時系列の関係を持つことがありうる
。そのような場合は、時系列の関連を持つ症例をグループとして分かるようにするため、
症例提示部１２２は出力デバイス１５に一覧の上位に例えば並べて表示させる。これによ
り、医師は現在のレポートの状況から診断を確定するために辿るべき経緯を容易に知るこ
とができるようになる。図１２に示す例では、検索条件Ｂを用いた検索と検索条件Ｃを用
いた検索が順次実行されるため、図１３に示す２つの異なる日時に作成された読影レポー
トが取得される。このような場合に、症例提示部１２２は時系列の関連を持つ症例が判別
し易いように上述の如く２つの読影レポートを並べて出力デバイス１５に表示させる。ま
た、本実施形態においては、図８のＧＵＩをユーザに見える形で表示することはないと述
べたが、本発明はこれに限定されるものではなく、本実施形態と実施形態１とを組み合わ
せることとしてもよい。すなわち、検索条件はマニュアルおよび自動で設定されることと
してもよい。
【０１３６】
　＜変形例１＞
　実施形態１，２において、症例検索部１２１は医用レポート作成装置１０内に含まれる
こととしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、症例検索部１２１は医
用レポート作成装置１０の外部に備えられることとしてもよい。例えば、読影レポートデ
ータベース２を備えるＨＩＳ２０に設けられることとしてもよいし、読影レポートデータ
ベース２がクラウドにあるならば、クラウド内に設けられることとしてもよい。
【０１３７】
　症例検索部１２１は医用レポート作成装置１０の外部に備えられる場合、医用レポート
作成装置１０は実施形態１，２で説明した検索条件を取得する検索条件取得手段（不図示
）を備えることとする。この検索条件取得手段は取得した検索条件を症例検索部１２１に
送信する。送信される検索条件には、例えば、複数の診断エントリの内容および複数の診
断エントリ間のリンク情報が含まれえる。すなわち、検索条件取得手段は、診断に関する
記載を含む第１診断項目、第１診断項目とは異なる診断に関する記載を含む第２診断項目
および第１診断項目と第２診断項目との関係を示すリンク情報を検索キーとして送信する
送信手段の一例に相当する。
【０１３８】
　医用レポート作成装置１０の外部に備えられた症例検索部１２１は上述のように読影レ
ポートデータベース２から検索条件に合致する読影レポートを検索結果として取得し、医
用レポート作成装置１０に送信する。検索結果には、検索条件示される複数の診断エント
リの内容および複数の診断エントリ間のリンク情報を含む読影レポートが含まれる。そし
て、症例提示部１２２は、この検索結果を受信し出力デバイス１５に表示させる。すなわ
ち、症例提示部１２２は第１診断項目と第２診断項目とを含み且つリンク情報が付与され
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【０１３９】
　すなわち、症例検索部１２１は図２に示した、医療情報システム内に存在すればよく、
図５の例に限定されるものではない。
【０１４０】
　＜変形例２＞
　実施形態１，２においては診断エントリ間のリンク情報を用いて症例検索部１２１はが
症例検索を行う場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例え
ば、被検者に関する記載を含む所見エントリ間のリンク情報を用いて症例検索部１２１は
症例検索を行うこととしてもよい。すなわち、症例検索部１２１は、同一種類のエントリ
のリンク情報を用いて症例検索を実行することとしてもよい。
【０１４１】
　＜その他の実施形態＞
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【０１４２】
　上述の各実施形態における情報処理装置は、単体の装置として実現してもよいし、複数
の装置を互いに通信可能に組合せて上述の処理を実行する形態としてもよく、いずれも本
発明の実施形態に含まれる。共通のサーバ装置あるいはサーバ群で、上述の処理を実行す
ることとしてもよい。情報処理装置および情報処理システムを構成する複数の装置は所定
の通信レートで通信可能であればよく、また同一の施設内あるいは同一の国に存在するこ
とを要しない。
【０１４３】
　本発明の実施形態には、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給
されたプログラムのコードを読みだして実行するという形態を含む。
【０１４４】
　したがって、実施形態に係る処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明の実施形態の一つである。また、コン
ピュータが読みだしたプログラムに含まれる指示に基づき、コンピュータで稼働している
ＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の
機能が実現され得る。
【０１４５】
　上述の実施形態を適宜組み合わせた形態も、本発明の実施形態に含まれる。
【符号の説明】
【０１４６】
１２１　症例検索部
１２２　症例提示部
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